
随意契約理由書

  クリーンセンターでは、ごみの焼却により発生する熱をボイラーで回収して蒸気をつくり、
その蒸気を利用してタービン発電機を回転させて発電をしている。
  クリーンセンターのタービン設備は、常に高温・高圧の過酷な環境で稼働するごみ焼却プラ
ントの主要部分であり、エネルギー有効利用のために必要不可欠な設備である。

　蒸気タービンは東クリーンセンターの要求仕様を満足するよう、上記契約の相手方である川
崎重工業㈱が独自に設計・製作したものである。本部品購入は、蒸気タービンを構成する部
品の一部を購入するものであり、既存設備との整合を図りながら、機能を回復させる必要があ
るが、他者では当該蒸気タービンの技術的知見を知り得ないため、上記契約の相手方以外に
部品の製作及び納入を行うことは出来ない。
  よって、上記業者との随意契約を行うものである。

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

環境局東クリーンセンター（電話番号　078-452-4100　）

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

東クリーンセンター　タービン部品購入

川崎重工業株式会社


